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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　縦軸及び横軸と、肌対向面及びこれに対向する非肌対向面と、前ウエスト域と、後ウエ
スト域と、前記前後ウエスト域間において前記縦軸の方向へ延びるクロッチ域とを有する
おむつ本体と、前記前後ウエスト域の両側縁部どうしを互いに連結するファスニングシス
テムとを含む使い捨て着用物品において、
　前記ファスニングシステムが、前記後ウエスト域の両側縁から前記横軸の方向の外方へ
延出する一対のテープファスナタブの前記肌対向面に設けられた第１ファスニング要素と
、前記前ウエスト域の前記非肌対向面に位置する第２ファスニング要素とから構成され、
前記おむつ本体において、前記クロッチ域から前記前後ウエスト域に延びる吸収性コアが
配置されており、
　前記吸収性コアには、前記前ウエスト域及び前記クロッチ域のうちの少なくとも前記前
ウエスト域側において前記横軸の方向へ延びる、前記前ウエスト域及び前記クロッチ域の
一部を外側に折り曲げるための複数の折曲案内部が形成されていることを特徴とする前記
使い捨て着用物品。
【請求項２】
　前記折曲案内部が、前記前ウエスト域において前記横軸の方向へ延びる第１折曲案内部
と、前記クロッチ域の前記前ウエスト域側において前記横軸の方向へ延びる第２折曲案内
部とから形成されている請求項１に記載の着用物品。
【請求項３】
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　前記クロッチ域において前記横軸に沿って延びる第３折曲案内部を有する請求項１又は
２に記載の着用物品。
【請求項４】
　前記折曲案内部が凹条溝である請求項１～３のいずれかに記載の着用物品。
【請求項５】
　前記吸収性コアが、前記第１及び第２折曲案内部のうちの少なくともいずれか一方にお
いて存在していない請求項４に記載の着用物品。
【請求項６】
　前記前ウエスト域の前記非肌対向面において、前記第１及び第２折曲案内部のうちの少
なくともいずれか一方に対応する位置に外部から視認可能な折曲案内線が設けられている
請求項２～５のいずれかに記載の着用物品。
【請求項７】
　前記第３折曲案内部が、前記クロッチ域における前記吸収性コアの前記後ウエスト域側
に偏倚した位置に形成されている請求項３～６のいずれかに記載の着用物品。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、使い捨て着用物品に関し、より詳しくは、主として新生児を対象とする開放
型の使い捨ておむつ、使い捨てのトイレット・トレニングパンツ、使い捨て失禁パンツ、
使い捨ての生理用パンツ等の開放型の使い捨て着用物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、新生児を対象とする使い捨て着用物品は公知である。例えば、特許文献１には、
透液性のトップシートと、不透液性のバックシートと、両シート間に介在した吸液性コア
と、ウエスト回り方向へ延びる一対の着用バンドとを含む使い捨ておむつが開示されてい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許３３４３１９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に開示された使い捨ておむつは、おむつ本体の前端部における所定部位にお
いて、吸液性コアが隣接する他の部位よりも薄くまたは吸収液性コアが存在していないこ
とによって形成された、おむつの横方向へ延びる折曲案内部を有する。
【０００５】
　折曲案内部及び着用バンドの上縁部に沿っておむつ本体の前端部を外側に折り返すこと
によって、着用者である新生児のへそを露出することができ、腹式呼吸を妨げることはな
い。また、前記前端部の外面に位置する止着手段によって、該折り返し部位をおむつ本体
に固定することができるので、新生児のへそを確実に露出することができる。
【０００６】
　しかし、着用バンドによる止着の後に、折曲案内部及び着用バンドの上縁部に沿ってお
むつ本体の前端部を外側に向かって折り曲げるので、へそが折曲案内部の近傍又はその下
方に位置している場合には、着用バンドの止着を外しておむつの位置を調整する必要があ
る。また、外側に折り曲げられた部位の捲れを防止するために、着用バンドの他に該折曲
部位を止着するための手段を要し、止着操作が手間である。さらに、比較的に幅広の着用
バンドが着用者のウエスト回りを締め付けるので、着用者の下腹部に圧迫感を与えるおそ
れがある。
【０００７】
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　本発明の課題は、従来の発明の改良であって、比較的に簡易な操作により、着用者の腹
部が露出するように前ウエスト域を下方に位置させ、かかる状態において着用者の身体に
確実にフィットさせることのできる使い捨て着用物品の提供にある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記課題を解決するために、本発明が対象とするのは、縦軸及び横軸と、肌対向面及び
これに対向する非肌対向面と、前ウエスト域と、後ウエスト域と、前記前後ウエスト域間
において前記縦軸の方向へ延びるクロッチ域とを有するおむつ本体と、前記前後ウエスト
域の両側縁部どうしを互いに連結するファスニングシステムとを含む使い捨て着用物品で
ある。
【０００９】
　本発明の特徴とするところは、前記ファスニングシステムが、前記後ウエスト域の両側
縁から前記横軸の方向の外方へ延出する一対のテープファスナタブの前記肌対向面に設け
られた第１ファスニング要素と、前記前ウエスト域の前記非肌対向面に位置する第２ファ
スニング要素とから構成され、前記おむつ本体において、前記クロッチ域から前記前後ウ
エスト域に延びる吸収性コアが配置されており、
　前記吸収性コアには、前記前ウエスト域及び前記クロッチ域のうちの少なくとも前記前
ウエスト域側において前記横軸の方向へ延びる、前記前ウエスト域及び前記クロッチ域の
一部を外側に折り曲げるための複数の折曲案内部が形成されていることにある。
【００１０】
　本発明の実施態様の一つとして、前記折曲案内部が、前記前ウエスト域において前記横
軸の方向へ延びる第１折曲案内部と、前記クロッチ域の前記前ウエスト域側において前記
横軸の方向へ延びる第２折曲案内部とで形成されている。
【００１１】
　本発明の他の実施態様の一つとして、前記クロッチ域において前記横軸に沿って延びる
第３折曲案内部を有する。
【００１２】
　本発明の他の実施態様の一つとして、前記折曲案内部が凹条溝である。
【００１３】
　本発明の他の実施態様の一つとして、前記吸収性コアが、前記第１及び第２折曲案内部
のうちの少なくともいずれか一方において存在していない。
【００１４】
　本発明の他の実施態様の一つとして、前記前ウエスト域の前記非肌対向面において、前
記第１及び第２折曲案内部のうちの少なくともいずれか一方に対応する位置に外部から視
認可能な折曲案内線が設けられている。
【００１５】
　本発明の他の実施態様の一つとして、前記第３折曲案内部が、前記クロッチ域における
前記吸収性コアの前記後ウエスト域側に偏倚した位置に形成されている。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明の使い捨て着用物品によれば、前ウエスト域及び/またはクロッチ域の一部を折
り曲げることによって、前ウエスト域を後ウエスト域よりも下方に位置させ、着用者の腹
部を露出させることができるので、前ウエスト域によって着用者の腹部が圧迫されるおそ
れはない。また、かかる折曲状態においては、比較的にレッグ開口が小さくなることから
比較的に体の小さな新生児にフィットさせることができ、おむつのサイズ調整が容易であ
る。
 
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の第１実施形態における使い捨て着用物品の一例としての使い捨ておむつ
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の斜視図。
【図２】おむつを前後方向に伸展した状態のその内面から見た一部破断展開平面図。
【図３】図１のＩＩＩ－ＩＩＩ線断面図。
【図４】おむつの他の着用状態における斜視図。
【図５】図４のＶ－Ｖ線で示す断面図。
【図６】本発明の第２実施形態におけるおむつの図３と同様の断面図。
【図７】本発明の第３実施形態におけるおむつの図５と同様の断面図。
【図８】本発明の第３実施形態におけるおむつの図６と同様の断面図。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　図１は、本発明の第１実施形態における使い捨て着用物品の一例としての使い捨ておむ
つ１０の斜視図、図２は、おむつ１０を前後方向に伸展した状態のその内面から見た一部
破断展開平面図、図３は、図１のＩＩＩ－ＩＩＩ線断面図、図４は、おむつの他の実施態
様における斜視図、図５は、図４のＶ－Ｖ線で示す断面図である。
【００１９】
　図１及び２に示すとり、おむつ１０は、縦軸Ｐ及び横軸Ｑを有し、肌当接面側及びそれ
に対向する非肌当接面側と、前ウエスト域１２と、後ウエスト域１３と、前後ウエスト域
１２，１３間に位置するクロッチ域１４とを備えるおむつ本体１１と、後ウエスト域１３
の両側縁１３ａ，１３ｂから横軸Ｑの方向の外方へ延びる一対のテープファスナタブ１５
，１６とを含む。テープファスナタブ１５，１６の肌対向面には、メカニカルファスナの
フック群から形成された第１ファスニング要素１７が配置されている。また、前ウエスト
域１２の外面には、テープファスナタブ１５，１６の第１ファスニング要素１７を脱離可
能に止着するための、横軸Ｑの方向へ延びるメカ二カルファスナのループ群から形成され
た第２ファスニング要素１８がホットメルト接着剤（図示せず）を介して取り付けられて
いる。第２ファスニング要素１８は、テープファスナタブ１５，１６とほぼ並行に位置し
ている。
【００２０】
　図１～４に示すとおり、おむつ本体１１は、繊維不織布、多孔プラスチックフィルム、
それらのラミネートシート等から形成され、肌当接面側に位置する透液性のトップシート
２０と、おむつ１０の外形をなし、透湿性プラスチックフィルム、繊維不織布、それらの
ラミネートシート等から形成され、非肌当接面側に位置する不透液性のバックシート２１
と、フラッフパルプと超吸収性ポリマー粒子との混合等から形成され、トップシート２０
とバックシート２１との間に介在された吸収性コア２２とを含む。トップシート２０とバ
ックシート２１とは、吸収性コア２２の周縁部から延出しており、該延出部位における両
シート２０，２１のうちの少なくともいずれか一方の内面に塗布されたホットメルト接着
剤（図示せず）を介して互いに接合されている。また、吸収性コア２２は、図示していな
いが、ティッシュペーパ等の液拡散シートによって被包されていてもよい。
【００２１】
　トップシート２０は、質量が２０～５０ｇ／ｍ２、好ましくは、３０～４０ｇ／ｍ２、
繊維密度が０．０１～０．０４ｇ／ｃｍ３、好ましくは、０．０２５～０．０３５ｇ／ｃ
ｍ３の範囲である、エアスルー繊維不織布やスパンボンド繊維不織布、ポイントボンド繊
維不織布などから形成されている。また、バックシート２１は、質量が１５～４０ｇ／ｍ
２、好ましくは、２５～３５ｇ／ｍ２、繊維密度が０．０６～０．１０ｇ／ｃｍ３、好ま
しくは、０．０７～０．０９ｇ／ｃｍ３の範囲である、スパンボンド繊維不織布などから
形成されている。
【００２２】
　吸収性コア２２には、前ウエスト域１２において横軸Ｑの方向へ延びる第１折曲案内部
２４とクロッチ域１４の前ウエスト域１２側において横軸Ｑの方向に延びる第２折曲案内
部２５と、クロッチ域１４の中央部において横軸Ｑ上においてそれに沿って延びる第３折
曲案内部２６とが形成されている。横軸Ｑから前ウエスト域１２側のクロッチ域１４は、
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説明の便宜上、第２折曲案内部２５から上方に位置する上部１４Ａと、第２折曲案内部２
５と第３折曲案内部２６との間に位置する下部１４Ｂとに区分されている。
【００２３】
　第１～第３折曲案内部２４，２５，２６は、吸収性コア２２を他の部位に比しておむつ
本体１１とフラットに展開した状態（図２参照）におけるＺ方向（三次元方向）において
薄くすることによって形成された凹条溝である。吸収性コア２２に第３折曲案内部２６が
形成されていることから、着用時において、第３折曲案内部２６を介しておむつ１０を前
後方向に２つ折りにし易く、また、後記するように、第１及び第２折曲案内部２４，２５
を介してクロッチ域１４の上部１４Ａの非肌対向面を下部１４Ｂの非肌対向面に当接させ
るように折曲させることができる。また、第３折曲案内部２６のほかに、２つ折りの起点
となる折り皺が形成されている場合には、該部位が着用者の身体から離間し、排泄物の漏
れを誘発する原因ともなるが、第３折曲案内部２６がおむつ１０を２つ折りにするときの
起点にもなるので、かかる事態を避けることができる。図３に示すとおり、第１及び第２
折曲案内部２４，２５を形成する吸収性コア２２の両対向縁部２４ａ,２４ｂ，２５ａ，
２５ｂは曲状であるので、該部位がトップシート２０を介して着用者の肌に当接しても刺
激を与えることはない。なお、第１折曲案内部２４は、前ウエスト域１２の下方に形成さ
れており、第２折曲案内部２５は、クロッチ域１４の前ウエスト域１２側に形成されてい
るが、第１折曲案内部２４が、前ウエスト域１２の縦軸Ｐの方向における中央部近傍に形
成されており、第２折曲案内部２５が前ウエスト域１２の下方に形成されていてもよい。
また、本発明の後記の効果を奏する限りにおいて、第１及び第２折曲案内部２４，２５の
他に複数の折曲案内部が前ウエスト域１２及び／またはクロッチ域１４に形成されていて
もよい。
【００２４】
　第１及び第２折曲案内部２４，２５は、縦軸Ｐの方向において所要寸法の幅を有する凹
条溝であって、前ウエスト域１２の横軸Ｑの方向における中央部の縦軸Ｐの方向の長さ寸
法ｌ１が約５０～６０ｍｍ、クロッチ域１４の上部１４Ａに位置する吸収性コア２２の長
さ寸法ｌ2が約３０～３５ｍｍの場合において、第１及び第２折曲案内部２４，２５の縦
軸Ｐの方向における長さ寸法ｌ3，ｌ4は、後記の本発明の効果を有するために、約１０ｍ
ｍ以上、第２ファスニング要素１８の縦軸Ｐの方向における長さは、約３０～５０ｍｍで
あることが好ましい。すなわち、図５に示すとおり、第１及び第２折曲案内部２４，２５
において折り曲げられることによって、吸液性コア２２の上部１４Ａは、下部１４Ｂとお
むつ１０の前後方向において折り重ねられ、第２ファスンング要素１８と下部１４Ｂとの
間に位置する。このとき、おむつ１０の着用に際して第２ファスニング要素１８に第１フ
ァスニング要素１７を止着するときに、かかる止着操作を安定的に行うために、前後方向
において第２ファスニング要素１８と下部１４Ｂとの間に位置する部位、具体的には、上
部１４Ａの長さ寸法ｌ２と、第１及び第２折曲部案内部２４，２５それぞれのほぼ半分の
長さ寸法（ｌ３/２＋ｌ４/２）とを合計した長さ寸法ｌ６が、第２ファスニング要素１８
の長さ寸法ｌ５よりも大きいことが好ましい。かかる場合には、第２ファスニング要素１
８全体の身体側に位置する部位が所要の剛性を有することから、該部位を着用者又は操作
者が指で押さえて第１ファスニング要素１７を第２ファスニング要素１８に押し当てるよ
うに止着し、確実かつ安定的な止着が可能となる。
【００２５】
　第１折曲案内部２４は、おむつ本体１１の外面に位置する第２ファスニング要素１８の
下側縁１８ａと重なる位置に形成されており、おむつ本体１１の外面における第１折曲案
内部２４に対応する部位、すなわち、第２ファスニング要素１８の下側縁１８ａ上及びそ
の近傍には、おむつ１０の外面視において第１折曲案内部２４の位置を確認することので
きる第１折曲案内線２８ａが形成されている。また、クロッチ１４域の第２折曲案内部２
５に対応する部位には、おむつ１０の外面視において第２折曲案内部２５の位置を確認す
ることのできる第２折曲案内線２８ｂが形成されている。第１及び第２折曲案内線２８ａ
，２８ｂは、着用者及び着用補助者が第１及び第２折曲案内部２４，２５の位置を容易に
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視認できるように、第２ファスニング要素１８とは異なる色彩を施すことによって形成し
てもよいし、テープ片を貼付することによって形成してもよい。なお、第１及び第２折曲
案内線２８ａ，２８ｂは、少なくとも一方が形成されていればよい。
【００２６】
　図３に示すとおり、第１折曲案内部２４は、吸収性コア２２の非肌当接面を凹状にする
ことによって形成した凹条溝であり、第２折曲案内部２５は、クロッチ域１４の上部１４
Ａを外側に折り曲げ易いように吸収性コア２２の肌対向面を凹状にすることによって形成
した凹条溝である。また、第３折曲案内部２６は、吸収性コア２２の肌対向面を凹状にす
ることによって形成した凹条溝であるが、本実施形態と異なり、第１折曲案内部２４にお
いて吸収性コア２２の肌対向面を凹状、第２及び第３折曲案内部２５，２６において吸収
性コア２２の非肌対向面を凹状にして各折曲案内部２４，２５，２６を形成してもよい。
さらにいえば、第１及び第２折曲案内部２４，２５のうちいずれか一方の案内部が肌対向
面側に凹状であれば、もう一方の案内部は非肌対向面側に凹状であることが好ましく、第
３折曲案内部２６は、第１及び第２折曲案内部２４，２５の形状に関係なく、肌対向面側
に凹状であってもよいし、非肌対向面側に凹状であってもよい。また、第１～３折曲案内
部２４，２５，２６は吸収性コア２２の一部を取り除くことによって形成してもよいし、
該部位において吸収性コア２２を圧縮変形させることによって形成してもよい。さらに、
第１～３折曲案内部２４，２５，２６における吸収性コア２２の厚さを他の部位と同じ厚
さにして、その密度を他の部位よりも低くすることによって形成してもよい。
【００２７】
　トップシート２０とバックシート２１との間には、不透液性かつ透湿性のプラスチック
フィルムから形成された防漏シート２９が配置されており、両シート２０，２１のうちの
いずれか一方の内面に塗布されたホットメルト接着剤（図示せず）を介して固定されてい
る。また、おむつ１０の肌対向面における吸収性コア２２の横軸Ｑの方向の外方には、縦
軸Ｐに関して対称の一対のバリアシート３０,３１が取り付けられている。
【００２８】
　おむつ本体１１は、縦軸Ｐの方向に対向して横軸Ｑの方向へ延びる前後端部３２，３３
と、横軸Ｑの方向に対向して、クロッチ域１４において縦軸Ｐの方向へ延びる両側部３４
，３５とをさらに含む。おむつ１０の着用時において、一対のテープファスナタブ１５，
１６の第１ファスニング要素１７と前ウエスト域１２の外面に位置する第２ファスニング
要素１８とを係合することによって、ウエスト開口３７及び一対のレッグ開口３８とが画
成されている（図１参照）。
【００２９】
　前後端部３２，３３は、吸収性コア２２の前後端縁から縦軸Ｐの方向の外方へ延出する
、トップシート２０と、防漏シート２９と、バックシート２１及びバリアシート３０，３
１とが互いに重ね合わされることによって形成されている。また、両側部３４，３５は、
吸収性コア２２の両側縁から横軸Ｑの方向の外方へ延出する、トップシート２０と、防漏
シート２９と、バックシート２１及びバリアシート３０，３１とが互いに重ね合わされる
ことによって形成されている。また、バックシート２１とバリアシート３０，３１とは、
前後ウエスト域１２，１３において、両側部３４，３５を形成するトップシート２０と防
漏シート２９との両側縁からさらに横軸Ｑの方向の外方へ延出して互いに重なり合い、前
後方側部フラップ３９，４０が形成されている。後方側部フラップ４０を形成するバック
シート２１とバリアシートと３０，３１の両側縁部間には、一対のテープファスナタブ１
５，１６の固定部１５ａ，１６ａが介在されており、両シートの内面に塗布されたホット
メルト接着剤（図示せず）を介して固定されている。また、後方側部フラップ４０の側縁
（後ウエスト域１３の側縁１３ａ，１３ｂ）から横軸Ｑの方向の外方へ延びるテープファ
スナタブ１５，１６の自由部１５ｂ，１６ｂの肌対向面には、第１ファスニング要素１７
が設けられている。
【００３０】
　第１ファスニング要素１７と第２ファスニング要素１８とからなるファスニングシステ
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ムにおいて、それが所要の剥離強度を有するものであれば、第１ファスニング要素１７を
フック群に替えて接着剤を塗布して形成してもよい。この場合には、第１ファスニング要
素１７を保護するために、第１ファスニング要素１７の表面をシリコンを塗布したセパレ
ータで被覆してもよい。
【００３１】
　テープファスナタブ１５，１６は、例えば、プラスチックフィルム、繊維不織布、それ
らのラミネートやクラフト紙等の比較的に剛性及び引張強度の高いシート材料から形成す
ることが好ましい。また、本発明の所要の効果を奏する限りにおいて、テープファスナタ
ブ１５，１６を用いることなく、後方側部フラップ４０に設けられた第１ファスニング要
素１７を直接第２ファスニング要素１８に脱離可能に係合してもよい。
【００３２】
　バリアシート３０，３１は、両側部３４，３５の一部を形成する近位縁部４５と、前後
ウエスト域１２，１３においてトップシート２０及びバックシート２１の肌対向面に固定
された前後固定端部４６，４７と、前後固定端部４６，４７間において縦軸Ｐの方向へ延
びる、バリアシート３０，３１の内側縁を内方へ折り返すことによって形成された遠位縁
部４８とを有する。防漏シート２９の両側縁の横軸Ｑの方向の外方には、縦軸Ｐの方向へ
延びる３条のストランド状又はストリング状のレッグ弾性要素５０がバリアシート３０,
３１の近位縁部４５とバックシート２１の両側部との間にホットメルト接着剤（図示せず
）を介して収縮可能に取り付けられている。また、遠位縁部４８には、縦軸Ｐの方向へ延
びる２条のストランド状又はストリング状のカフ弾性要素５１が収縮可能に配設されてい
る。遠位縁部４８は、おむつ１０の着用状態において、カフ弾性要素５１の収縮作用によ
ってトップシート２０の肌対向面から離間し、排泄物の横漏れを防止するための一対の防
漏カフが形成される。
【００３３】
　図４及び５に示すとおり、第２折曲案内部２５に沿ってクロッチ域１４の上部１４Ａを
外側に向かって折り曲げて下部１４Ｂと重ね合わせて、さらに第１折曲案内部２４を介し
て前ウエスト域１２を折り曲げることによって、おむつ１０の前後方向において前ウエス
ト域１２とクロッチ域１４の上部１４Ａ及び下部１４Ｂとが略Ｚ字状に折り重ねられた状
態でおむつ１０を着用することができる。この場合には、前ウエスト域１２が後ウエスト
域１３よりも下方に位置し、着用者の腹部が露出するので、着用者が未熟児を含む新生児
の場合に、前ウエスト域１２による締め付けによってその腹式呼吸が妨げられることはな
い。特に、新生児の場合にはへそ及びその周辺が十分に成熟しておらず、前ウエスト域１
２によるわずかな締め付けによっても刺激を与えるおそれがあるが、かかる事態を避ける
ことができる。
【００３４】
　また、へその下方において、第２折曲案内部２５に沿ってクロッチ域１４の上部１４Ａ
を折り曲げて、かつ、第１折曲案内部２４に沿って前ウエスト域１２を折り曲げた後に、
前ウエスト域１２を着用者の下腹部にフィットさせた状態で第１ファスニング要素１７が
第２ファスニング要素１８に係合されているので、たとえ前ウエスト域１２が着用者の腹
部に当接していなくとも、下腹部において安定的におむつ１０を着用者の身体に固定させ
ることができるとともに、着用中に前ウエスト域１２の折曲状態が解かれることはない。
【００３５】
　さらに、前ウエスト域１２及びクロッチ域１４が折り曲げられた着用状態では、第２フ
ァスニング要素１８が第１ファスニング要素１７よりも下方に位置するので、後ウエスト
域１３及びその後方側部フラップ４０が斜め前方に引っ張られて、テープファスナタブ１
５，１６が第２ファスニング要素１８に対して斜めに取り付けられる。かかる状態では、
第２ファスニング要素１８が第１ファスニング要素１７とほぼ並行の位置にあるおむつ１
０の着用状態（図３参照）に比してレッグ開口３８が小さくなるので、乳幼児に比べて身
体の小さな新生児の脚回りに対してレッグ開口３８近傍をフィットさせることができ、レ
ッグ開口３８から排泄物が漏れ出るのを防止することができる。
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【００３６】
　以上のとおり、本発明によれば、着用者の身体の大きさに合わせて第１及び第２ファス
ニング１７，１８が互いに水平の位置にある着用状態と、前ウエスト域１２とクロッチ域
１４とを折り重ねて、第２ファスニング要素１８が第１ファスニング要素１７の下方に位
置する着用状態とのいずれかを適宜選択的に使用することができる。具体的には、着用者
が通常の乳幼児の場合には、前者の着用状態で着用させ、乳幼児よりも体の小さな未熟児
を含む新生児の場合には、後者の着用状態で着用させることによって、おむつ１０を着用
者の身体にフィットさせることができ、おむつ１０のサイズ調整が比較的に容易である。
【００３７】
　また、既述のとおり、第２折曲案内部２５の縦軸Ｐの方向の長さ寸法ｌ４は１０ｍｍ以
上であって（図２参照）、所与の幅寸法を有するものであるから、第２折曲案内部２５及
びその近傍が先尖状とならず、緩やかな湾曲状に折れ曲がるので、吸収性コア２２が所要
の剛性を有していても、第２折曲案内部２５及びその近傍が着用者の腹部に食い込むおそ
れはない。
【００３８】
　さらに、本着用状態では、吸収性コアにおける、前ウエスト域１２に位置する部位と、
クロッチ域１４の上部１４Ａに位置する部位と、クロッチ域１４の下部１４Ｂに位置する
部位とがおむつ１０の前後方向において互いに重なり合うので、クロッチ域１４のクッシ
ョン性が向上し、着用者の腹部に対するテープファスナタブ１５，１６による締め付け力
を低減することができるとともに、着用時及び着用中においておむつ１０の位置ずれが生
じた際に、前ウエスト域１２とクロッチ域１４とを指で摘んでおむつ１０を引き上げ易く
なる。
【００３９】
　具体的には、かかるクッション性を確保するために、吸収性コア２２の厚み（おむつ本
体１１を展開した状態におけるＺ方向の寸法）は、約３．０～６．０ｍｍであって、第１
及び第２折曲案内部２４,２５を介して前ウエスト域１２及びクロッチ域１４の一部がＺ
字状に折り曲げられた状態におけるそれらの厚さが約９.０～１８．０ｍｍであることが
好ましい。また、クロッチ域１４の下部１４Ｂから後ウエスト域１３に延びる吸収性コア
２２の密度よりも前ウエスト域１２及びクロッチ域１４の上部１４Ａに位置する吸収性コ
ア２２の密度を低くすることによって、テープファスナタブ１５，１６による締め付け力
を吸収緩和させることが好ましい。その場合には、具体的には、前者の吸収性コア２２の
密度を約０．０６～０．０７ｇ／ｃｍ３、後者の吸収性コア２２の密度を約０．０４～０
．０５ｇ／ｃｍ３とすることが好ましい。なお、既述のとおり、折曲案内部は、第１及び
第２折曲案内部２４，２５，２６の他に複数設けてもよく、その場合には、折曲案内部の
数に応じて適宜の態様で前ウエスト域１２及びクロッチ域１４を折り曲げて、着用者の身
体の大きさに合わせて第２ファスニング要素１８をさらに下方に位置させることができる
。
【００４０】
＜第２実施形態＞
　図６は、本発明の第２実施形態を示す図３と同様の縦断面図である。第２実施形態にお
けるおむつ１０の基本態様は第１実施形態のそれとほぼ同様であるので、相違する点につ
いてのみ以下に説明する。
【００４１】
　図６に示すとおり、第１及び第２折曲案内部２４，２５には、吸収性コア２２が存在し
ていない。吸収性コア２２は、前ウエスト域１２に位置する第１分離部２２Ａと、クロッ
チ域１４の上部１４Ａに位置する第２分離部２２Ｂと、クロッチ域１４の下部１４Ｂから
後ウエスト域１３へ延びる本体２２Ｃとに分離されている。このように、吸収性コア２２
が３つに分離されていることから、第１及び第２折曲案内部２４，２５による折り曲げが
さらに容易になるとともに、クロッチ域１４に位置する吸収性コア２２の本体２２Ｃで吸
収された体液がクロッチ域１４の外側に位置する第１及び第２分離部２２Ａ，２２Ｂへ拡
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散されることはなく、被服が体液によって汚されるのを抑制することができる。なお、か
かる効果を奏するために、第１及び第２折曲案内部２４，２５のうちの少なくともいずれ
か一方のみにおいて、吸収性コア２２が存在していなくてもよい。
【００４２】
＜第３実施形態＞
　図７は、本発明の第３実施形態を示す図５と同様の断面図、図８は、本発明の第３実施
形態を示す図６と同様の断面図である。第３実施形態におけるおむつ１０の基本態様は第
１実施形態のそれとほぼ同様であるので、相違する点についてのみ以下に述べる。
【００４３】
　図７に示すとおり、本実施形態では、第３折曲案内部２６がクロッチ域１４における吸
収性コア２２の後ウエスト域１３の偏倚した位置において横軸Ｑの方向へ延びている。か
かる態様の場合には、前ウエスト域１２を第１及び第２折曲案内部２４，２５を介して折
り曲げた後に、後ウエスト域１３をずり下げて、第３折曲案内部２６を着用者の股下の中
央部と対向する位置に配置させ、第３折曲案内部２６を介しておむつ１０を前後方向に折
り曲げることによって、前ウエスト域１２の前端縁部１２ａと後ウエスト域１３の後端縁
部１３ａとをほぼ同じ高さの位置にすることによって、前ウエスト域１２と後ウエスト域
１３とをほぼ並行とした状態で着用者に着用させることができる（図８参照）。この場合
には、前後ウエスト域１２，１３が比較的に着用者の腹部に対して低い位置に配置されて
いることから、着用者の腹部が露出した状態となり、該腹部が圧迫されることはなく、ま
た、おむつ１０を比較的に身体の小さな着用者（例えば、新生児や未熟児）のウエスト回
り及び又は下腹部回り全体にフィットさせた状態で着用させることができる。すなわち、
図７に示すレッグ開口３８の大きさから明らかなように、レッグ開口３８は第１実施形態
におけるおむつ１０のそれよりも小さく画成されており、比較的に身体の小さな着用者の
脚回りにもおむつ１０のレッグ開口縁部をフィットさせることができる。
【００４４】
　このように、本発明のおむつ１０は、第１及び第２折曲案部２４，２５を介して前ウエ
スト域１２を折り返すことなくテープファスナタブ１５，１６の第１ファスニング要素１
７を第２ファスニング要素１８に止着してなる着用状態（第１着用状態）、前ウエスト域
１２を第１及び第２折曲案内部２４，２５を介して折り曲げた状態で第１ファスニング要
素１７を第２ファスニング要素１８に止着し、かつ、前後ウエスト域１２，１３の高さが
相違する着用状態（第２着用状態）、さらには、前ウエスト域１２を第１及び第２折曲案
内部２４，２５を介して折り曲げた状態で第１ファスニング要素１７を第２ファスニング
要素１８に止着し、かつ、前後ウエスト域１２，１３の高さがほぼ並行である着用状態（
第３着用状態）からなる、いわば３つの着用状態を着用者の身体の大きさに合わせて適宜
使い分けることによって、容易にサイズ調整ができる。
【００４５】
　また、おむつ１０は、通常、２つ折りにされた状態で複数重ねられて包装されていると
ころ、２つ折りにされている部位、特に、シート部材に比して比較的に剛性の高い吸収性
コア２２に折り皺が発生する。かかる折り皺が前ウエスト域１２における着用者の排尿器
官と対向する位置に配置された場合には、該部位におけるフィット性が低下するとともに
、排泄物の漏れを誘発するおそれがある。しかし、図８に示すとおり、第３折曲案内部２
６がクロッチ域１４における吸収性コア２２の後ウエスト域１３に偏倚した位置に形成さ
れていることから、該部位近傍に皺が生じるので、それよりも前方に位置する、２つ折り
による折り皺付近ではおむつ１０と着用者の排尿器官近傍とがフィットした状態となり、
排泄物の漏れを生じるおそれはない。
【符号の説明】
【００４６】
１０　開放型の使い捨てのおむつ
１１　おむつ本体
１２　前ウエスト域
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１３　後ウエスト域
１３ａ，１３ｂ　後ウエスト域の両側縁
１４　クロッチ域
１５，１６　テープファスナタブ
１７　第１ファスニング要素
１８　第２ファスニング要素
２２　吸収性コア
２４　第１折曲案内部
２５　第２折曲案内部
２６　第３折曲案内部
２８ａ　第１折曲案内線
２８ｂ　第２折曲案内線
４５　第３ファスニング要素
Ｘ　　横方向
Ｙ　　縦方向
Ｑ　　横軸

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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